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「経済財政運営と改革の基本方針2024」における 

主な文部科学省関連記載（初等中等教育関係） 

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 
～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～ 

３．投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応 

（１）ＤＸ

（教育ＤＸ）

こどもたちの学びの更なる充実と教職員の負担軽減に向け、国策として推進するＧＩ

ＧＡスクール構想を中心に、クラウド環境や生成ＡＩの活用等による教育ＤＸを加速す

る。共同調達スキームの下での着実な端末更新、ネットワークアセスメントの徹底やそ

の結果を受けた通信ネットワークの着実な改善、地域間格差の解消に向けた好事例の創

出や広域的なＩＣＴ運用支援を含む伴走支援の強化、デジタル教科書等の学習ソフトの

活用促進など、ハード・ソフト両面からの教育環境の充実を図る。教師の指導力・児童

生徒の情報活用能力の向上や教育情報セキュリティ対策や個人情報保護の強化を図りつ

つ、教育データの収集・分析・利活用を促進し、実態把握や効果検証等を踏まえながら、

学びの個別最適化に向けた取組や、入学・高校入試事務のデジタル化を含む校務ＤＸの

推進に向けた取組等を加速し、先進事例の創出と横展開を図る。 

（４）科学技術の振興・イノベーションの促進

（略）

急速な社会変化への対応を見据え、価値創造の源泉たる人への投資を加速し、イノベ

ーション人材の育成を強化する。ＤＸハイスクール事業の継続的な実施等による初等中

等教育段階における探究的・文理横断的・実践的な学びの推進や理数系教育の推進、情

報教育の強化・充実1とともに、成長分野への学部再編等や半導体等の先端技術に対応し

た高専教育の高度化・国際化を始めとする大学・高専・専門学校の機能強化を図る。ま

た、ＡＩの活用等による英語教育や国際交流の強化を含む教育の国際化2を進めるととも

に、「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ新・日本代表プログラム」の拡充検討や世界トップレ

ベル大学の理系博士課程への派遣を始め官民一体での留学生の経済的支援策の充実、在

外教育施設の特色ある教育活動の充実のための機能強化等を通じ、ダイバーシティに富

んだグローバル人材の育成を抜本的に強化する。くわえて、産学官の共創を促進し、経

済社会ニーズに対応した大学院改革や博士号取得者の幅広い活躍の場（官公庁を含む。）

の創出につながる取組や処遇向上等を進め、多様なフィールドで活躍する博士人材を中

長期的に世界トップ水準並みに引き上げるとともに、イノベーション創出に向けた地域

や産業界の学び直しニーズを踏まえつつ、産業界・個人・教育機関によるリカレント教

育エコシステムの創出に向けた取組を加速する。 

1 統計人材の育成を含む。
2 日本型教育の海外展開を含む。 
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第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～ 
 

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題 

（１）全世代型社会保障の構築 

 （創薬力の強化等ヘルスケアの推進） 

（略）小中学校段階での献血推進活動など献血への理解を深めるとともに、輸血用血液製

剤及びグロブリン製剤、フィブリノゲン製剤等血しょう分画製剤の国内自給、安定的な確

保及び適正な使用の推進を図る。（略） 

 

（２）少子化対策・こども政策 

 （加速化プランの着実な実施） 

  若い世代の所得の増加と社会全体の構造・意識の変革、全てのこども・子育て世帯へ

の切れ目ない支援の観点から、改正子ども・子育て支援法3等を始めとして、加速化プラ

ン4に盛り込まれた施策を着実に実施する。具体的には、経済的支援の強化（児童手当の

本年10月分からの抜本的な拡充、出産等の経済的負担の軽減、高等教育費の負担軽減、住

宅支援の強化等）、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充（伴走型相談支

援、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善、保育士配置基準の改善、こども誰でも通園制度、

放課後児童対策、多様な支援ニーズへの対応等）、共働き・共育ての推進（2025年度から

の出生後休業支援給付や育児時短就業給付の創設等）に取り組む。これらの財源として、

改革工程に基づく徹底した歳出改革等を進めるとともに、実質的な負担を生じさせずに

2026年度から子ども・子育て支援金制度を導入することとし、必要な環境整備等を進める。

あわせて、官民が連携して、社会全体でこども・子育て世帯を支える意識を醸成する取

組を「車の両輪」として進める。 

 

（こども大綱の推進） 

（略）いじめ防止・不登校対策を強化する。質の高い公教育の再生の強力な推進を図る。

教育振興基本計画に基づき、青少年の健全育成に取り組む。学校給食無償化の課題整理等

を行う。 

 

（３）公教育の再生・研究活動の推進 

（質の高い公教育の再生） 

持続可能な社会づくりを見据え、多様なこどもたちの特性や少子化の急速な進展など

地域の実情等を踏まえつつ、全てのこどもたちの可能性を最大限引き出す個別最適・協

働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で深い学びを実現するため、柔軟な教育

課程の実現に向けた取組を進めるとともに、ＧＩＧＡスクール構想をデータに基づく効

果検証をしっかりと行った上で着実に推進しながら、義務教育段階にとどまらず、高校

教育の質の向上を含め、令和型の質の高い公教育の再生に取り組み、我が国の学校教育

の更なる高みを目指す。 

質の高い教師の確保・育成に向け、2026年度までの集中改革期間を通じてスピード感

を持って、働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の充実、育成支援を

一体的に進める。学校・教師が担う業務の適正化やＤＸによる業務効率化を進めるとと

もに、学校における働き方改革の取組状況の見える化等、ＰＤＣＡサイクルを強化し、

 
3 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）。 
4 こども未来戦略（令和５年12月22日閣議決定）に基づくこども・子育て支援加速化プラン。 
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教師の時間外在校等時間の削減を徹底して進める。教職の特殊性や人材確保法5の趣旨、

教師不足解消の必要性等に鑑み、教職調整額の水準を少なくとも10％以上に引き上げる

ことが必要などとした中央教育審議会提言6を踏まえるとともに、新たな職及び級の創設、

学級担任の職務の重要性と負担等に応じた手当の加算、管理職手当の改善等の各種手当

の改善など職務の負荷に応じたメリハリある給与体系への改善も含めた検討を進め、財

源確保と併せて、2025年通常国会へ給特法7改正案を提出するなど、教師の処遇を抜本的

に改善する。小学校教科担任制の拡大や、生徒指導担当教師の中学校への配置拡充等の

教職員定数や副校長・教頭マネジメント支援員等の支援スタッフの充実を図るとともに、

35人学級等についての小学校における多面的な効果検証等を踏まえつつ、中学校を含め、

学校の望ましい教育環境や指導体制を構築していく。地域枠の活用や多様な専門性を高

める教員養成、管理職のマネジメント力強化を含む研修の充実、大学院段階の奨学金返

還支援の実行と学部段階を含めた更なる検討等に取り組む。 

学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、教師を安心して本務に集中させ、こども

たちの豊かな学びを実現するため、チーム学校との考えの下、コミュニティ・スクール

と地域学校協働活動の一体的な取組や、部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に

向けた取組8を加速するとともに、ＩＣＴの活用や教育と福祉の連携も強化しつつ、Ｓ

Ｃ・ＳＳＷ9等や警察にいつでも相談できる環境の整備、学びの多様化学校や学校内外の

教育支援センターの設置促進・機能強化等の不登校対策や重大ないじめ・自殺への徹底

した対応やインクルーシブな学校運営モデルの構築など特別支援教育の充実10に向けた体

制や環境の整備、養護教諭の支援体制等の推進、夜間中学の全国的な設置促進・機能強

化、セーフティプロモーションスクールの考え方を取り入れた学校安全の推進11等12によ

り誰もが安心して学べる魅力ある学校づくりを推進する。また、非認知能力の育成に向

けた幼児期及び幼保小接続期の教育・保育の質的向上や豊かな感性や創造性を育むため

の自然等の体験活動・読書活動、キャリア教育・職業教育等を推進するとともに、体力

や視力低下に歯止めをかける対策の強化、歯科保健教育や栄養教諭を中核とした食育を

推進する。 

少子化の進行を見据え、高等教育の機能強化に向け、質・アクセス・規模の在り方に

ついて2024年度中に一定の結論を得るとともに、高等教育費の負担軽減に向け、修学支

援新制度等の制度改正の着実な実施や運営体制の充実とともに、実施状況の効果検証を

通じた機会均等及び少子化対策の両面からの適切な見直しを図りつつ、授業料後払い制

度の本格導入について各般の議論を踏まえて速やかに結論を得ることを含め、必要な支

援の検討を進める。高校段階についても、質の向上を図りつつ、教育費の負担軽減を推

進する。 

 

 
5 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法（昭和

49年法律第２号）。 
6 中央教育審議会 質の高い教師の確保特別部会「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保

のための環境整備に関する総合的な方策について」（令和６年５月13日）。 
7 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号）。 
8 部活動指導員を含む指導者の確保、コーディネーターの配置を含む運営団体・実施主体等の体制整

備、参加費用負担への支援等の課題を踏まえた環境整備等。 
9 ＳＣ：スクールカウンセラー、ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー。 
10 特別支援学級の適切な運用を含む。 
11 スクールバスの活用など通学時の安全対策を含む。 
12 教育環境向上と老朽化対策を一体的に行う長寿命化・脱炭素化改修や、体育館への空調設備の設置等

の防災機能の強化、特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を含む計画的・効率的な整備等を含

む。 


